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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　第１の包装材要素（１）と第２の包装材要素（２）を含む、健康に対して害のある製品
、特に医薬品用の非再密閉形包装体（１０）であって、
　前記２つの包装材要素（１、２）が互いに上下に重なるように配設されており、
　前記包装体（１０）は、少なくとも１つの第１の表面区域（１１）を有し、その縁部ま
たは複数縁部（２１）において、前記２つの包装材要素（１、２）が互いに開放可能に接
合され、それによって包装すべき製品（５）を受け入れる役を果たす、全側面を包囲され
た少なくとも１つの空隙（４）が、前記２つの包装材要素の間に形成され、
　前記包装体は、前記第１の表面区域（１１）の外部に位置するか、またはそれに隣接す
る少なくとも１つの、封止されていない第２の表面区域（１２）を有し、その縁部または
複数縁部（２２）において、２つの包装材要素（１、２）が、互いに開放可能に接合され
ており、
　前記２つの包装材要素（１、２）の少なくとも一方には、少なくとも１つの構造（３）
が設けられており、前記構造は、第２の表面区域（１２）の内側に延びるが包装体の外縁
端部までは延びず、前記包装材要素（複数を含む）を引き裂くことを可能にすることを特
徴とする、前記非再密閉形包装体。
【請求項２】
　包装材要素（１、２）の開放可能な接合が、封止シームまたは封止エリアによって形成
されることを特徴とする、請求項１に記載の包装体。
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【請求項３】
　２つの包装材要素（１、２）には、それぞれ少なくとも１つの構造（３）が設けられ、
前記構造（複数を含む）は、好ましくは互いに同様であるかまたは類似するとともに、互
いに調和するように適合されていることを特徴とする、請求項１または２に記載の包装体
。
【請求項４】
　構造（複数を含む）（３）が、下記の構造からなる群から選択されることを特徴とする
、請求項１から３のいずれかに記載の包装体：直線切れ目；ギザギザ状または波形の切れ
目；穿孔、特に互いに前後に配置された点および／または切れ目からなる穿孔；素材中の
凹部；打抜き、特に矢印、三角形または菱形の打抜き；および所定の破断点。
【請求項５】
　構造（複数を含む）（３）は、表面区域（１１）または（１２）の内側であって、２つ
の包装材要素を接合する縁部（２１、２２）の近傍またはその位置に配設されていること
を特徴とする、請求項１から４のいずれかに記載の包装体。
【請求項６】
　第２の表面区域（１２）の内側、またはその表面区域の外縁端部に少なくとも部分的に
延びる、少なくとも１つの折り目線または折畳み線（ｄ）を有することを特徴とする、請
求項１から５のいずれかに記載の包装体。
【請求項７】
　構造（３）または前記構造（３）の少なくとも１つが、折り目線または折畳み線（ｄ）
と、好ましくは直角に交差することを特徴とする、請求項６に記載の包装体。
【請求項８】
　第１の表面区域（１１）と第２の表面区域（１２）の間に仕切り部（２３）があり、こ
の仕切り部（２３）の領域において、包装材要素（１、２）が互いに開放可能に接合され
ていることを特徴とする、請求項１から７のいずれかに記載の包装体。
【請求項９】
　包装体の引裂き方向（ｅ）に対して、好ましくは仕切り部が曲率を有して、または三角
形の頂点を有して、または台形の形状で第２の表面区域（２）中に延びるように、仕切り
部（２３）の幅が増大してなることを特徴とする、請求項８に記載の包装体。
【請求項１０】
　少なくとも第１の包装材要素（１）が、単層または多層フィルムで形成されていること
、およびこの包装材要素（１）に１つまたは２つ以上の構造（３）が設けられていること
を特徴とする、請求項１から９のいずれかに記載の包装体。
【請求項１１】
　全周が密閉された袋として構成されていることを特徴とする、請求項１から１０のいず
れかに記載の包装体。
【請求項１２】
　第２の包装材要素（２）が、コンテナ、中空体、特にビン、および深絞り成型部品から
なる群から選択されることを特徴とする、請求項１から１０のいずれかに記載の包装体。
【請求項１３】
　長方形または正方形表面形状を有し、縁部が少なくとも２つの縁端部、特に少なくとも
３つの縁端部において、好ましくは封止シームによって互いに接合されていることを特徴
とする、請求項１から１２のいずれかに記載の包装体。
【請求項１４】
　２つの包装材要素の少なくとも一方、好ましくは第１の包装材要素（１）が、高い引裂
き強度と、同時に低い引裂き伝播強度とを有し、引裂き強度と引裂き伝播強度との比が、
好ましくは２から２００、特に好ましくは５０から１５０の範囲であることを特徴とする
、請求項１から１３のいずれかに記載の包装体。
【請求項１５】
　２つの包装材要素が、連続的な封止レイヤまたは封止シームによって、包装体の全外縁
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部に沿って接合されていることを特徴とする、請求項１から１４のいずれかに記載の包装
体。
【請求項１６】
　医薬または化粧調剤、あるいは健康に害のある物体または物質の包装のための、好まし
くは前記調剤、物体または物質のチャイルドレジスタント包装のための、請求項１から１
５のいずれかに記載の包装体の使用。
【請求項１７】
　包装体の製造および物体を包装する方法であって、以下のステップ：
　第１の包装材要素（１）を準備するステップ；
　第２の包装材要素（２）を準備するステップ；
　前記２つの包装材要素の一方に包装しようとする製品（５）を設置するステップ；
　２つの包装材要素（１、２）を重ね合わせて接合するステップであって、少なくとも１
つの第１の表面区域（１１）が形成され、その縁部または複数縁部（２１）において、２
つの包装材要素（１、２）が互いに開放可能に接合されて、それによって少なくとも１つ
の空隙（４）が２つの包装材要素の間に形成され、その空隙は全側面において包囲されて
、包装しようとする製品（５）を受け入れる役を果たすように、かつ前記第１の表面区域
（１１）の外側、またはそれに隣接して位置する、少なくとも１つの、封止されていない
第２の表面区域（１２）が形成され、その縁部または複数縁部（２２）において２つの包
装材要素（１、２）が互いに開放可能に接合されるように、２つの包装材要素（１、２）
を重ね合わせて接合する前記ステップ；
　２つの包装材要素（１、２）の少なくとも一方に、少なくとも１つの構造（３）を設け
るステップであって、前記構造は、前記第２の表面区域（１２）の内側に延びるが包装体
の外縁端部までは延びず、前記包装材要素（複数を含む）を引き裂くことを可能にするこ
とを特徴とする前記ステップ；
　を含む、前記方法。
【請求項１８】
　包装材要素が、封止シームまたは封止サーフェスによって、特に可剥性シールラッカー
を使用して、互いに接合されていることを特徴とする、請求項１７に記載の方法。
【請求項１９】
　２つの包装材要素（１、２）には、少なくとも１つの構造（３）がそれぞれ設けられ、
前記構造（複数を含む）は、好ましくは互いに同様にまたは類似して構成され、かつ好ま
しくは互いに調和するように配設されることを特徴とする、請求項１７または１８に記載
の方法。
【請求項２０】
　構造（複数を含む）（３）が、次の構造からなる群から選択されることを特徴とする請
求項１７から１９のいずれかに記載の方法：直線切れ目；ギザギザ状または波形の切れ目
；穿孔、特に互いに前後に配置された点および／または切れ目からなる穿孔；素材中の凹
部；打抜き、特に矢印、三角形または菱形の打抜き；および事前設定された破断点。
【請求項２１】
　前記構造（複数を含む）（３）が、前記第２の表面区域（１１）または（１２）の内側
であって、２つの包装材要素を接合する縁部（２１、２２）の近傍に配設されることを特
徴とする、請求項１７から２０のいずれかに記載の方法。
【請求項２２】
　包装体（１、２）が、全周が密閉された袋の形態で製造されることを特徴とする、請求
項１７から２１のいずれかに記載の方法。
【請求項２３】
　第２の包装材要素（２）が、コンテナ、中空体、特にビン、および深絞り成型部品から
なる群から選択されることを特徴とする、請求項１７から２１のいずれかに記載の方法。
【請求項２４】
　包装材要素（１、２）の縁部が、少なくとも２つの縁端部、特には少なくとも３つの縁
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端部において、好ましくは封止シームによって互いに接合されていることを特徴とする、
請求項１７から２３のいずれかに記載の方法。
【請求項２５】
　２つの包装材要素が、連続的な封止レイヤによって、包装体の全外縁部に沿って接合さ
れていることを特徴とする、請求項１７から２４のいずれかに記載の方法。
【請求項２６】
　少なくとも１つの折り目線または折畳み線（ｄ）が形成され、それが、第２の表面区域
（１２）の内側で、または前記表面区域の外縁端部に沿って、少なくとも部分的に延びる
ことを特徴とする請求項１７から２５のいずれかに記載の方法。
【請求項２７】
　構造（３）または該構造（３）の少なくとも１つが、折り目線または折畳み線（ｄ）と
好ましくは直角に交差するように、設けられることを特徴とする請求項２６に記載の方法
。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、健康に害のある製品用、特に医薬品用の非再密閉形包装体（ｎｏｎ－ｒｅｃ
ｌｏｓａｂｌｅ　ｐａｃｋａｇｅｓ）に関する。本発明はさらに、そのような包装体の製
造方法およびそのような包装体による製品の包装方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　健康に対して潜在的に有害な製品の無許可での取出しを防止するため、またはそれらの
目的以外での使用を防止するために、そのような製品の包装に使用される包装体の安全性
に対する要求が増大している。特に、薬物の包装においては、包装された製品が子供によ
って包装体から取り出されないことを、適当な手段によって保証しなくてはならない。こ
の目的で、様々なタイプのチャイルドレジスタント包装体が開発されており、チャイルド
レジスタンス（ｃｈｉｌｄ－ｒｅｓｉｓｔａｎｃｅ）を試験するために、国際標準化試験
方法が導入されている（非医薬品用の非再密閉形包装体（ｎｏｎ－ｒｅｃｌｏｓａｂｌｅ
　ｐａｃｋａｇｅｓ　ｆｏｒ　ｎｏｎ－ｐｈａｒｍａｃｅｕｔｉｃａｌ　ｐｒｏｄｕｃｔ
ｓ）に関するＤＩＮ　ＥＮ　８６２、医薬品用の非再密閉形包装体（ｎｏｎ－ｒｅｃｌｏ
ｓａｂｌｅ　ｐａｃｋａｇｅｓ　ｆｏｒ　ｐｈａｒｍａｃｅｕｔｉｃａｌ　ｐｒｏｄｕｃ
ｔｓ）に関する、ＤＩＮ　ＥＮ　１４３７５）。
【０００３】
　一方で、チャイルドレジスタント設計は、許可された包装体の開封、および指定された
使用に対応する開封を過度に困難にする結果になってはならない。チャイルドレジスタン
ト薬物包装体は、例えば、高齢者も自分自身で数分内に包装体を開封することができるよ
うに条件設定されなくてはならない。
【０００４】
　本発明の包装体は、少なくとも１つの開放可能な接合（例えば、封止シーム（ｓｅａｌ
ｅｄ　ｓｅａｍ））を備える、非再密閉形包装体である。開封は、１つまたは２つ以上の
開放可能な接合を、補助手段または工具を利用することなく手作業で開放し、それによっ
て包装された製品へのアクセスを可能として、結果として得られる開口から製品を取り出
す方法で行われる。
【発明の開示】
【０００５】
　本発明の目的は、健康に対して潜在的に害のある製品の包装に好適であるとともに、特
にチャイルドレジスタント包装体として好適であって、意図に応じた操作を簡単な方法で
可能にする、上記のタイプの包装体を提供することであった。
【０００６】
　この目的は、請求項１に記載の包装体、請求項１５に記載のそのような包装体の使用、
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また請求項１６に記載の製造および包装の方法に加えて、従属項に記載の態様によって達
成される。
【０００７】
　請求項１によれば、本発明による、健康に対して害のある製品、特に医薬品用の非再密
閉形包装体は、第１の包装材要素と第２の包装材要素を含み、この２つの包装材要素が互
いに上下に重なるように配設されている。この包装体はさらに、少なくとも１つの第１の
表面区域を有し、その縁部（ｍａｒｇｉｎ）または複数縁部において、前記２つの包装材
要素が互いに開放可能に接合され、それによって包装すべき製品を受け入れる役を果たす
、全側面を包囲された少なくとも１つの空隙が、前記２つの包装材要素の間に形成される
。さらにこの包装体は、前記第１の表面区域の外側に位置するか、またはそれに隣接する
、少なくとも１つの第２の表面区域を有し、その縁部または複数縁部において、２つの包
装材要素が、互いに開放可能に接合されている。２つの包装材要素の少なくとも一方には
、第２の表面区域（１２）の内側に延びて、包装材要素（複数を含む）の部分的な引裂き
を可能にする、少なくとも１つの構造が設けられる。
【０００８】
　包装体の開封は、２つの包装材要素の一方、またはその両方を、人の指の力を使うこと
によって、前記構造から始まって第２の表面区域の内側を引き裂くことによって行われる
。これによって、包装材要素の自由にアクセス可能な２つの縁部が生成されて、これが把
持補助または把持タブとして働き、２つの包装材要素間の開放可能な接合を切り離すこと
ができる。最後に、第１の表面区間における開放可能接合もそれによって開放されて、包
装された製品を収容する空隙がアクセス可能になる。
【０００９】
　これらの特徴によって、以下に示す少なくとも４つのステップの順序によってのみ、包
装体の開封が可能となるように包装体を設計することができる。
（ｉ）包装体を線に沿って折り畳むか、または二枚重ねにして、引裂きのために前記構造
をアクセス可能にするステップ、
（ｉｉ）前記構造を設けた個所において包装体を部分的に引き裂き、前記構造に沿って引
裂きを継続するステップ、
（ｉｉｉ）包装材要素のこのときに露出された縁端部を、把持補助（引裂きタブ）として
把持するステップ、および
（ｉｖ）包装材要素間の接合部を引き離して開放するステップ。
　この操作は、子供、特に幼児に対しては大きな問題を与えるが、成人は、困難を伴うこ
となく、道具の補助なしに、この操作を行うことができる。
【００１０】
　一般に、包装材要素を製造するのに使用される包装材料は、十分な引裂き強度を示し、
非損傷状態において、包装体が、保持手段、例えば道具の補助なしでは破壊されえないこ
とを保証しなければならない。この目的に好適な包装材料は、当業者に知られており、例
えば、フィルム状の可撓性プラスチックまたは金属材料（例えば、アルミニウム）、また
は前述の材料の複合材を使用することができる。単層フィルムおよび２層または多層の積
層材の両方をフィルム状材料として使用することができる。プラスチック材料として、次
のものが、単独または組み合わせて、特に考慮される。それは、ポリエステル（例えば、
ポリエチレンテレフタレート）、ポリエチレン（例えば、ＨＤＰＥ；ＬＤＰＥ）、ポリプ
ロピレン、ポリイソブチレン、ポリスチレン、ポリ塩化ビニル、ポリアミド、ポリカーボ
ネート、および酢酸セルロースである。フィルム形状材料の厚さは、好ましくは５～３０
０μｍ、特に好ましくは５０～２００μｍの範囲である。
【００１１】
　別の好ましいフィルム材料は、Ｂａｒｅｘ（登録商標）（ＢＰケミカルズ）、アクリロ
ニトリルとブタジエンのコポリマーである。Ｂａｒｅｘ（登録商標）は、約７０％分のブ
タジエンを含有する、８～１９部のブタジエン‐アクリロニトリルコポリマーの存在下で
、７３～７７部のアクリロニトリルと２３～２７部のメチルアクリレートから、グラフト
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共重合化によって得ることができる。Ｂａｒｅｘ（登録商標）は、包装材料複合材の封止
可能部分である。非常に高度に化学不活性の材料であり、優れた酸素バリヤの代表例であ
るが、水蒸気に対してある程度の透過性を有する。
　その良好なバリヤ特性と耐薬品性のために、Ｂａｒｅｘ（登録商標）は、攻撃性および
／または揮発性の物質、例えばニコチンを含有する薬物の包装に対して特に好適である。
【００１２】
　２つの包装材要素は、同一の材料または異なる材料から製造することができる。好まし
くは、２つの包装材要素の少なくとも一方は、透明材料（例えば、透明プラスチックフィ
ルム）で構成される。
　本発明はさらに、一方の包装材要素または両方の包装材要素が、同一または異なる色に
着色され、それぞれの着色を場合によっては透明または不透明である態様を含む。
【００１３】
　例えば、２つの包装材要素の一方を、プラスチックを含む紙（またはダンボール）の非
透明複合材料（例えば、ポリエチレン被覆またはポリエチレンテレフタレート被覆紙）で
製造し、第２の包装材要素を、透明の無色または着色プラスチックフィルムで製造しても
よい。空気、光および水蒸気に対する透過性を低減するために、キャリア層または／およ
びカバー層の少なくとも１つの表面を金属被覆（例えば、アルミニウムで被覆）するのが
有利である。
【００１４】
　上述の開放可能接合は、好ましくは封止シームまたは封止エリア（ｓｅａｌｅｄ　ａｒ
ｅａ）によって形成される。特に、可剥性フィルムラッカー（ｐｅｅｌａｂｌｅ　ｆｉｌ
ｍ　ｌａｃｑｕｅｒｓ）（剥離ラッカー）またはホットメルト接着剤を封止用媒体として
使用することができる。 好適な封止用コンパウンド（ｓｅａｌｉｎｇ　ｃｏｍｐｏｕｎ
ｄｓ）および封止方法は、当業者には公知であり、例えば、低密度ポリエチレン（ｐｏｌ
ｙｅｔｈｙｌｅｎｅ　ＬＤ）またはエチレン‐酢酸ビニルコポリマーを基礎とする封止用
コンパウンドがある。熱封止（ｈｅａｔ－ｓｅａｌｉｎｇ）方法および低温封止（ｃｏｌ
ｄ－ｓｅａｌｉｎｇ）方法の両方が好適である。
　好ましくは、可剥性接合は、５０℃～２５０℃、特に５０～２００℃の範囲の温度にお
いて、ホットメルトを使用して熱封止することによって形成される。
【００１５】
　封止シームまたは封止エリアは、好ましくは０．１ｍｍ～１０ｃｍ、特に１ｍｍ～２ｃ
ｍの幅を有し、それらは、好ましくは包装材要素の全長または全幅にわたって延びている
。包装体の開封をより困難にするために、封止シームの少なくとも１つを、残りの封止シ
ームよりも幅を大きくするように構成してもよい。
【００１６】
　封止シームまたは封止エリアの強度（＝封止強度）は、好ましくは１Ｎ／１５ｍｍ～５
０Ｎ／１５ｍｍ、好ましくは２Ｎ／１５ｍｍ～２０Ｎ／１５ｍｍの範囲である。
　包装材要素の当初の引裂きを可能にする上述の構造は、２つの包装材要素の一方、また
はそれらの両方にあってもよく、後者の態様が好ましい。後者の場合においては、両方の
包装材要素において、構造（複数を含む）は、好ましくは互いに同様または類似するとと
もに、互いに調和するように適合される。
【００１７】
　以下に示すものは包装材要素（複数を含む）の当初の引裂きを可能にする構造として特
に好適である。それは、直線切れ目；ギザギザ状（ｊａｇｇｅｄ）または波形（ｕｎｄｕ
ｌａｔｅｄ）の切れ目；穿孔、特に互いに前後に配置された点および／または切れ目から
なる穿孔；素材中の凹部；打抜き（ｐｕｎｃｈｉｎｇｓ）、特に矢印、三角形または菱形
の打抜き；所定の破壊点である。
【００１８】
　前記構造（複数を含む）は、前記第２の表面区域のわずかに内側、すなわち２つの包装
材要素を接合する縁部（例えば、封止シームまたは封止エリア）の近傍であるが、前記縁
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部の内側ではないところに位置するのが好ましい。しかしながら、本発明は、前記構造が
封止された縁部領域中に部分的に延びる、その他の態様も包含する。しかしながら、引裂
き構造は、包装体の外縁端部までは決して延びてはいけない。
【００１９】
　上記の包装体を折り畳むか、または折り目をつける工程を容易にするために、例えば型
押しまたは絞り加工（ｓｑｕｅｅｚｉｎｇ）によって、折り目線または折畳み線を設ける
のが有利である。この目的に好適な方法は、当業者には知られている。
【００２０】
　前記構造、または前記構造の少なくとも１つは、第２の表面区域の内部領域から始まっ
て、それが折り目線または折畳み線と、例えば直角または斜角に交差し、それによって前
記構造が折り目または折畳み線の両側に延びるように配設するのが好ましい。しかしなが
ら、引裂き構造は、少なくとも折り目線または折畳み線まで届いて、それに接触する必要
がある。
【００２１】
　引裂き構造を、それが上述のように折り目線または折畳み線と交差するように設計する
ことによって、引裂きの工程は、包装体のチャイルドレジスタンスを阻害することなく、
相当に容易化される。このことは、高齢者による包装体の指定された使用に関して重要で
あるが、それは、その場合に、包装体が工具またはその他の補助手段なしに開封可能であ
ること、および開封が短時間内に煩わしい試行なしに可能であることを保証しなければな
らないからである。
【００２２】
　さらに別の態様によれば、少なくとも第１の包装材要素は、単層または多層のフィルム
で形成され、この包装材要素には、前記構造の１つまたは２つ以上が設けられる。前記フ
ィルムと開放可能に接合された第２の包装材要素は、この場合には、異なる材料で製造す
ることができる（例えば、プラスチック成型部品）。
【００２３】
　好ましい態様によれば、本発明による包装は、全周で密閉されるとともに好ましくは平
坦状である袋として構成される。さらに好ましくは、２つの包装材要素は、連続した封止
レイヤまたは封止シームによって包装体の外縁端部全体に沿って接合される。
【００２４】
　別の態様によれば、第２の包装材要素は、包装しようとする製品の形状と寸法に応じて
、開放コンテナ、開放中空体、特にビン、または深絞り成型部品として構成される。この
場合にも、第２の包装材要素は、上記のように第２の表面区域を有する。特に、熱成形ブ
リスタフィルム（ｔｈｅｒｍｏｆｏｒｍｅｄ　ｂｌｉｓｔｅｒ　ｆｉｌｍ）を、第２の包
装材要素として使用することができる。そのようなフィルムは、当業者には知られている
（例えば、いずれの場合も厚さが５０～２０００μｍ、特に好ましくは１００～１０００
μｍの硬質ＰＶＣフィルム、セルロースエステルフィルムまたは延伸ポリスチレンフィル
ム（ｏｒｉｅｎｔｅｄ　ｐｏｌｙｓｔｙｒｅｎｅ　ｆｉｌｍ））。
【００２５】
　包装体のベース領域は、包装しようとする製品の形状および寸法に応じて、様々な寸法
および形状を有してもよい。好ましい形状は、長方形または正方形である。包装体はまた
、円形、楕円状、または不規則形状であってもよい。好ましくは、包装体の縁部は、少な
くとも２つ、好ましくは少なくとも３つの縁端部で、互いに開放可能に接合される。さら
に、包装体の前記２つの表面区域は、同一または異なる寸法にすることができる。包装し
ようとする製品を受け入れる空隙は、いくつかの区画に分割してもよく、同様に、包装し
ようとする物品を受け入れる２つ以上の空隙を、各包装体中に設けてもよい。
【００２６】
　別の態様によれば、２つの包装材要素は同一材料で製作される。両方の包装材要素を、
例えば、透明または不透明の材料で製作してもよい。
　さらに別の態様は、２つの包装材要素を異なる材料で製作することを可能にする。例え
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ば、要素の一方を透明材料で形成して、他方を不透明材料で形成することとができる。
【００２７】
　好ましくは、２つの包装材要素の少なくとも一方、好ましくは第１のものが高い引裂き
強度を有し、同時に低い引裂き伝播強度を有する。このようにすると、無許可の開封に対
する高度な保護と、意図による開放の場合における操作の容易化を達成することが可能で
ある。
【００２８】
　前記構造がさらに引き裂かれることを可能または容易にするために、引裂き強度を引裂
き伝播強度の何倍かにするのが好ましい。好ましくは、引裂き強度と引裂き伝播強度の比
は、２～２００の範囲、特に５０～１５０の範囲である。ここで示した値は、互いに接合
された２つの包装材要素の引裂き強度および引裂き伝播強度に関する。
【００２９】
　引裂き強度および引裂き伝播強度は、公知の引張り試験機（例えば、ＦＲＡＮＫ　Ｐｒ
ｕｆｇｅｒａｔｅ　ＧｍｂＨ、Ｄ－６９４８８　Ｂｉｒｋｅｎａｕより入手可能）によっ
て測定することができる。そのような計測において、７０Ｎの引裂き強度および０．５Ｎ
の引裂き伝播強度を測定した。例えば、別の場合には、引裂き強度は９５Ｎであり、引裂
き伝播強度は１．５Ｎであった。いずれの場合も、互いに接合されて包装体を形成する２
つの包装材要素についてそれぞれ計測を行った。計測は、引裂き試験用の試料ホルダ（タ
イプＮｏ．００７４０）を使用して、ＦＲＡＮＫ社の引張り試験機で行った。
【００３０】
　他方で、引裂き強度は低くなりすぎないように注意が必要であり、それは、そうなると
包装された物品の十分な保護が保証されなくなるとともに、包装体を開封したときに前記
把持補助具が引き裂かれる危険性があるからでる。このことは、簡単な試験によって確証
することができる。
　上記の特性（引裂き強度、引裂き伝播強度）を有する材料は、当業者には知られており
、特にポリエステルフィルムが好適である。
【００３１】
　特に好ましいのは、包装材料、特に縦方向の引裂き伝播強度が横方向のそれと異なる、
プラスチックフィルムである。包装材要素の当初の引裂きおよび引裂き伝播を可能にする
前記構造は、好ましくは、引裂き伝播強度が最も低いフィルムの方向に沿って設けられる
。包装体および製造プラントの所望の設計に応じて、引裂きおよび引裂き伝播の補助具を
、上記の方向と異なる方向に設けてもよい。
【００３２】
　特に、この目的で、一方向にだけ引き伸ばされているか、または横方向よりも縦方向、
もしくはその逆に多く引き伸ばされている、プラスチックフィルムを使用することが可能
である。このように処理されたフィルム、例えばポリエステルフィルム、ポリスチレンフ
ィルム、ポリアミドフィルム、ポリエチレンフィルムまたはポリカーボネートフィルムは
、当業者に知られている。このようにして、意図するとおりの包装材料の引裂きが、把持
タブの機械的安定性を阻害することなく容易化される。
【００３３】
　本発明による包装体は、好ましくは、工具の使用なしには、その中に包装された物品は
、子供に対してはアクセス不能であることを特徴とし、特に好ましい態様によれば、包装
体はＤＩＮ　ＥＮ　１４３７５および／またはＡＳＴＭ　Ｄ３４７５－０３ａに準拠して
チャイルドレジスタンスを有する。
【００３４】
　本発明による包装体は、単独包装体の形態とすることができるが、２つ以上のそのよう
な包装体を組み合わせて包装ユニットを、例えばストリップまたはカードの形態に形成す
ることもできる。これらの包装体は、互いに接合されており、好ましくは、巻き上げ形態
であるか、またはアコーディオンの状態に畳まれている。穿孔線を、個々の包装体の間に
設けて、個々の包装体を切り離しできるようにしてもよい。例えば、約５０～５００個の
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そのような包装体を、繰出しロール（ｄｉｓｐｅｎｓｅｒ　ｒｏｌｌ）の形態で、巻芯の
まわりに巻き上げてもよい。互いに接合され、また切り離すこともできる、包装体のそれ
ぞれは、一回用量の薬学的に活性な物質を収容し、これらの包装体のそれぞれは、上記の
チャイルドレジスタント包装体の特徴を有する。
【００３５】
　さらに、２つ以上の個々の包装体を、半径対称配置に互いに接合して、それによって、
個々の包装体をそこから次々に切り離すことのできる、繰出しディスクの形態の包装体ユ
ニットを形成してもよい。この場合にも、それぞれの包装体は、互いに接合されて、また
切り離すことも可能であり、一回用量の活性物質を収容し、これらの包装体のそれぞれは
、上述したようなチャイルドレジスタント包装体の特徴を有する。
【００３６】
　好ましくは、上述の包装体ユニットは、この目的に適しており、かつ個々の包装体の切
離しおよび取出しを可能または容易にする、配給装置と一緒に使用される。
　本発明はさらに、医薬用または化粧用の調剤の包装、または健康に害のある物体または
物質の包装、好ましくは前記調剤または物体のチャイルドレジスタント包装のための、上
記の包装体の使用を包含する。
【００３７】
　本発明による包装体の製造方法、および物体の包装方法は、以下のステップを含む：
　第１の包装材要素を準備するステップ；
　第２の包装材要素を準備するステップ；
　２つの包装材要素の一方に包装しようとする製品を設置するステップ；
　２つの包装材要素を重ね合わせて接合するステップであって、少なくとも１つの第１の
表面区域が形成され、その縁部または複数縁部において、２つの包装材要素が互いに開放
可能に接合され、それによって少なくとも１つの空隙が２つの包装材要素の間に形成され
、その空隙は全側面において包囲されて、包装しようとする製品を受け入れる役を果たす
ように、かつ前記第１の表面区域の外側、またはそれに隣接して位置する少なくとも１つ
の第２の表面区域が形成され、その縁部または複数縁部において２つの包装材要素が互い
に開放可能に接合されるように、２つの包装材要素を重ね合わせて接合する前記ステップ
；
　２つの包装材要素の少なくとも一方に少なくとも１つの構造を設けるステップであって
、前記構造は第２の表面区域（１２）の内側に延びて、包装材要素（複数を含む）の当初
の引裂きを可能にする前記ステップ。
【００３８】
　上記の処理ステップの順序は必須ではなく、例えば、前記構造は、上記に示すステップ
の第１または第２のステップがすでに終わった後に設けてもよい。
　同様に、第１の包装材要素および第２の包装材要素は、異なる包装材料ウエブ（ｗｅｂ
）から形成する必要はない。すなわち、単一の包装材料織物を折り畳むことによって、包
装しようとする製品をその間に置くことのできる、２つの包装材要素を準備することがで
きる。
【００３９】
　本発明による包装体の好ましい態様は、三方封止（ｔｈｒｅｅ‐ｓｉｄｅ　ｓｅａｌｅ
ｄ）袋および四方封止袋である。
　以下では、本発明の特徴、詳細および利点を、図面に概略的に示した態様を用いて、例
として説明する。
【００４０】
　図１は包装体（１０）を示し、この包装体は、図２～７に示す横断面からわかるように
、第１の包装材要素（１）と第２の包装材要素（２）とで形成されている。この包装体は
第１の表面区域（１１）を有し、この表面区域の縁部（２１）において２つの包装材要素
（１、２）が互いに開放可能に接合されている。図７および図８も参照されたし。この第
１の表面区域内に、包装しようとする製品（５）を受け入れるための空隙（４）が、２つ
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の重ね合わせられた包装材要素によって形成されている（図７および図８も参照のこと）
。包装体（１０）は、第２の表面区域（１２）を有し、この表面区域は前記第１の表面区
域（１１）の外側にあり、かつそれに隣接しており、この表面区域の縁部または複数縁部
（２２）において、２つの包装材要素（１、２）が、好ましくは封止エリアまたは封止シ
ームによって互いに開放可能に接合されている（図２～５を参照）。この表面区域（１２
）は、第１の表面区間の包装材料（１、２）を突出させることによって簡単に形成される
。
【００４１】
　第１の表面区域（１１）と第２の表面区域（１２）の間に仕切り部（２３）があり、そ
こで２つの包装材要素が同様に互いに接合されている。第２の表面区域（１２）の内側に
おいて、包装体には、包装材要素（１、２）の当初の切裂きを可能にする少なくとも１つ
の構造（３）―この場合には切れ目の形態―が設けられている。
【００４２】
　構造（複数を含む）（３）は、図１に示す線（ａ）の方向に設けてもよいが、その線に
直角、すなわち線（ｄ）の方向、または斜めの方向に設けてもよい。
　構造（３）の長さおよび幅、ならびに包装体の表面内でのそれの相対位置は、図１に示
す例から逸脱して変えてもよい。
【００４３】
　図１に示す態様の場合には、包装体を開封するためには、線（ｄ）におよそ沿って包装
体を折り畳む。構造（３）は、この直線と直角に交差し、折畳み線（ｄ）の両側に延びて
いる。
　図２から分かるように，２つの包装材要素（１、２）は、第２の表面区域（１２）の領
域において、それらの縁部（２２）において互いに接合されている。構造（３）は、第１
の包装材要素（１）の内側で、封止された縁部（２２）の直近に位置する。
【００４４】
　図３は、図１に示す包装体の代替態様を示し、構造（３）―ここでは切れ目の形態―は
、第１の包装材要素（１）と第２の包装材要素（２）の両方に設けられ、両方の切り込み
は同じ長さで、同じ位置にある。
　図３および図４からわかるように、２つの包装材要素は、この場合には、異なる厚さの
材料で製作されている。
【００４５】
　図５は、図１で示される包装体の代替態様を示し、この場合には、第１の包装材要素（
１）および第２の包装材要素（２）は、単一の材料ウエブ、例えば、フィルム形状材料か
ら、そのフィルム状材料を（２４）で折り畳み、それを縁部（２２）において、例えば封
止シームを用いて開放可能に接合することによって形成される。
【００４６】
　図６は、包装体の空隙（４）に封入された包装製品（５）を示す。第１の包装材要素は
、複数縁部または封止シーム（２１）において、第２の包装材要素（２）と開放可能に接
合されている。
　図７は、図１に示す包装体の代替態様を示し、この場合には、深絞り成型部品が、第２
の包装材要素（２）として使用されている。任意選択で、第１の包装材要素（１）は、深
絞り成型部品とするか、または両包装材要素（１、２）を深絞り成型部品としてもよい。
【００４７】
　図８および図９は、図１に示す包装体を指定された使用に従って開封する手順を示す。
この目的で、包装体は最初に、半円形矢印で示すように線（ｄ）に沿って折り畳まれる。
線（ｄ）は構造（３）の方向（図１の線（ａ））に対して、横方向（すなわち、ほとんど
直角）に延びており、この構造（３）は切れ目の形態で設けられており、両包装材要素（
１、２）に存在する。構造（３）が図１に示す方向と別の方向に延びる場合には、折畳み
方向は、いずれの場合にも、可能であれば、それが構造（複数を含む）（３）の方向にほ
ぼ直角、またはそれに対して斜めの方向に延びるように選択される。
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【００４８】
　線（ｄ）に沿って折り畳むことによって、開放ノッチ（２５）が、切れ目（３）の領域
に形成される。包装材要素（１、２）の引裂き伝播強度が低いことから、切れ目（３）は
、図８に示す矢印（ｅ）の方向にさらに引き裂くことによって延長させることができる。
好ましくは、方向（ｄ）の引裂き伝播強度は、引裂き構造（３）の方向、すなわち図１の
線（ａ）の方向におけるよりも大きくする。
【００４９】
　このようにして、図８の包装体の上縁部に位置する封止された縁部（２２）は、概ね、
またはさらに全体的に切り離すことができる。この状態を図９に示す。封止された縁部を
切り離すことによって、包装材要素（１、２）の２つの露出縁端部が生成され、それらは
把持補助または把持タブの役を果たすとともに、２つの矢印の方向に互いに引き裂いて離
すことができる。このようにして、２つの包装材要素（１、２）を互いに完全に切り離す
か、またはいずれの場合にも包装された製品（５）の領域中まで切り離して、製品をアク
セス可能として、取り外しできるようにすることができる。
【００５０】
　図１０は、本発明による包装体のさらに別の態様を示し、この場合には、包装材要素（
１、２）は、第１の表面区域（１２）の領域において１つの外縁端部に沿って封止エリア
または封止シーム（２２）によって互いに接合されている。封止シーム（２２）は、上述
のようにして切り離されて、その結果として包装材要素（１、２）は表面区域（１２）に
おいて互いに接合されなくなり、個別の把持タブを形成し、それを用いて包装材要素（１
、２）を互いに完全に引き離すことができる。
【００５１】
　図１１は、穿孔（３ａ）の形態、前後に配置された一連のＶ形打抜き（３ｂ）の形態、
菱形打抜き（３ｃ）の形態の構造（３）を示し、これらのすべては図１に示す線（ａ）の
方向に配置されている。図１１はまた、それぞれ図１に示す線（ｄ）の方向に配置された
、切れ目（３ｄ）または穿孔（３ｅ）の形態の構造（３）を示し、構造（３ｄ、３ｅ）の
場合には、包装体は、開封すると、例えば（図８、９による手順に対応して）図１に示す
線（ａ）の方向に折り畳まれる（上記を参照）。
【００５２】
　図１２は、図１に示す態様の改変された態様を示し、この場合には、折り目線（ｄ）は
第２の表面区域（１２）の外縁端部に沿っているが、前記表面区域の内側に延びている。
引裂き構造（３）は、線（ｄ）と直角に交差し、前記表面区域（１２）の内側から封止さ
れた縁部領域（２２’）中まで延びている。包装体を折り目線（ｄ）に沿って折り畳むこ
とによって、引裂き構造（３）が露出されて、図８に示すように包装体を開封することが
できる。
【００５３】
　図１３は、図１に示す態様の改変された態様を示し、この場合には、仕切り部（２３）
が、突起または舌部（ｔｏｎｇｕｅ）の形態で、第２の表面区域（１２）中に突出してい
る。この突起は、図示されているように、台形の形状とすることができるが、突起はまた
、丸くするか、凸状曲率（例えば、円の部分、または放物線の形状）を与えるか、または
三角形の形状とすることもできる。この突起はまた、図示されているように、軸対称とし
てもよく、代替形態として、非対称または不規則幾何学形状とすることも可能である。
【００５４】
　それによって、包装体を引き裂いて開くこと、すなわち２つの包装材要素（１、２）を
引き裂いて、それらを互いに引き離すことが容易になる。引裂き開封の方向（矢印ｅ）に
対する仕切り部（２３）の幅は、最初は小さく、次いで徐々に増大するので、引裂き開封
は、仕切り部が一定幅である態様と比較して、小さな力の消費で行うことができる。
　このようにして仕切り部を設計することによって、さらに、包装体の全長を小さくする
か、または第１の表面区域（１１）の範囲を増大させて、それによって包装しようとする
製品を受け入れるための拡大空間（４）を生成することができる（図１４）。
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【図面の簡単な説明】
【００５５】
【図１】本発明による包装体を示す平面図である。
【図２】図１の面（ａ）における断面図である。
【図３】図２と同様であるが、異なる態様を示す図である。
【図４】図１の面（ｂ）における断面図である。
【図５】図４と同様であるが、異なる態様を示す図である。
【図６】図１の面（ｃ）における断面図である。
【図７】図６と同様であるが、異なる態様を示す図である。
【図８】図１と同様に、引裂き開封される間の包装体を示す図である。
【００５６】
【図９】図８と同様に、引裂き開封される間（開封工程の継続）の包装体を示す図である
。
【図１０】本発明による包装体のさらに別の態様を示す平面図である。
【図１１】引裂き開封のための引裂き構造の異なる例を示す平面図である。
【図１２】本発明による包装体のさらに別の態様を示す平面図である。
【図１３】本発明による包装体のさらに別の態様を示す平面図である。
【図１４】図１３に示す態様の変形態様を示す図である。

【図１】

【図２】

【図３】

【図４】

【図５】

【図６】

【図７】
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